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全国の母子生活支援施設について 

全国母子生活支援施設協議会ホームページより 



全国の母子生活支援施設 
平成30年度基礎調査報告書より 

東京の母子生活支援施設 
平成30年度東京の母子生活支援施設実態調査より 

施設数 221施設（公公28、公民59、民民126） 33施設（公民16、民民17） 

充足率 69.4％ ※暫定定員を採用した場合の充足率81.2％     75.6％（前年度75.7％）      

施設規模 15～29世帯 48.3％ 
20世帯規模中心  

緊急一時保護事業27施設、ショートスティ9施設、トワイワイトスティ6施設 
地域における公益的取り組みしている31施設 

職員配置 1施設あたり 12.9人（4人～25人以上） 1施設あたり 14.8人(常勤約7割) 

主な 
入所理由 

①夫などからの暴力55.6％、②住宅事情16.3％、    
③経済事業11.1％、④入所前の家庭環境不適切8.6％ 

①住宅困窮31.6％、②夫等の暴力29.9％、 
③経済事業19％(借金あり104世帯)、★再統合1.4％(７)、  外国籍

外国籍13か国、虐待世帯67.1％（内ＤＶ世帯73.4％）→①実父、②実父以外の男性、③両方 

子どもの

状況 

障害のある子どもがいるがいる 956人/5,068人       
（障害がある子どものいる施設8割）（障害のある母子1施設平均11人） 
※障害内訳 療育手帳50.5％、発達障害23.5％、精神科受診12.8％ 

障害のある子どもがいるがいる 112人/697人乳幼児約5割         
（障害のある母の数177/487人）利用母子の4人に1人に何らかの障害あり 
※子の内訳 発達障害37.5％、療育手帳なし20.5％、療育手帳17.9％、 
※母の内訳 精神科受診45.8％、精神障碍者保健福祉手帳あり22.6％ 

就労状況 就労している 66.5％（正規雇用16.9％） 
就労している入所前41.3％→現在64.7％（正規17.1％） 

※正規15万以上/月 ①高等学校卒、②大卒・大学院卒、③専門学校卒 
※非正規5万以上/月 ①高等学校卒、②専門学校、③大学・大学院 

生活保護 生活保護を受給している 77.8％ 生活保護を受給している 43.3％  
就労しているが生保一部受給15.6％ 

母の資格取得（取得後就労）：医療事務4(4)、介護職員初任者研修6(4)、保育士1(1) 

養育費 取り決めしている 18.6％ 取り決めしている 25.9％ 

利用者 
の相談 

①★就労課題70.0％、②★経済的課題67.1％、③★健康課題56.8％、 
④★前夫等との課題54.9％、⑤●育児不安48.8％、 
⑥●子どもの行動課題40.8％、⑦●親子関係38.0％、 

⑧●子供の病気や障害37.6％ 

①★健康(精神含む)、②●養育、③★就労、④●子どもの行動(不登校、引きこもり等)、 
⑤●子どもの病気・障害など、⑥★住宅 

退所後の
相談 

①★健康課題73.3％、②●子供の行動課題67.7％ 
③★就労課題61％、④●子どもの進学・就労課題54.9％ 

妊婦受入15施設  

妊娠中受入10件 緊急一時保護0(前8)、施設入所7(6)、母子一体型ショートケア3(0) 

産後受入30件 緊急一時保護1(14)、施設入所8(15)、母子一体型ショートケア1(1) 

⇓  
具体的な支援 

①生活支援、②保育支援・子育て支援、③相談支援、④健康管理支援、⑤手続き支援 

特 
定 
妊 
婦 

約15％ 



東京の母子福祉部会の活動 
• 都内33施設＋ひとり親の部会 
 

• 委員会 
  総務委員会（広報誌発行、HPやパンフレット・人材確保等情報発信、災害） 

  研修委員会（階層別研修：新人研修、職員研修、管理職研修など） 

  制度施策委員会（東京都等への要望、地域福祉推進への提言） 

  調査研究委員会（東京の母子生活支援施設実態調査/毎年実施） 
 

• テーマと活動（2019～2020） 
 「地域に必要とされる母子生活支援施設を目指して」 

  ①広報戦略（利用者及び基礎自治体、養成校へ情報発信） 

  ②人材育成（確保・育成・定着、研修体系の構築） 

  ③組織強化（母子部会組織の強化、各施設の組織強化、他種別との連携） 

 

 

人材 
育成 

広報 
戦略 

組織
強化 



令和2年度 全国母子生活支援施設 

国家予算・制度要望 
Ⅰ社会的養護としての母子生活支援施設の専門的な家族支援機能の充実 
   １入所利用契約対象者、利用機会の拡大について★特定妊婦・再統合等、新たな情報発信    

   ２入所利用契約窓口の拡大、入所中・退所時の関係機関の関与について★婦人相談所や児童相談所等からの入所、入所期間が基礎自治体によって異なる 

   ３ひとり親家庭の自立支援サポート検索システムの構築について  ４一時保護、ショートスティ等の利用及び委託機関の拡大について 

Ⅱひとり親家庭等貧困対策および自立支援施策の充実 
   ５母の継続的就労に結びつく多様な雇用制度の推進について    ６子どもの進学、就労に関わる経済的支援制度の充実について 

   ７養育費確保策の推進について                 ８障碍者支援等の制度施策との連携等について   

Ⅲアフターケアと地域のひとり親家庭への継続的支援施策の充実 
   ９サテライト(小規模分煙型母子生活支援施設)の活用について★利用期間1年の見直し、父子家庭の受入など柔軟な活用 

   10アフターケア、地域支援充実のための制度拡充と職員の配置について 

Ⅳ人員配置基準の改善による母子生活支援施設の母親と子の支援体制の強化 
   11事務員の配置について★児童養護・乳児院等同様に兼務ではなく 12母子支援員、少年指導員配置の5世帯刻みへの改善について 10世帯単位→5世帯 

   13保育士の必置について★就労や養育支援のために、保育所に準じた配置に    

   14心理療法担当職員、個別対応職員の配置について        15職員の処遇改善について  

Ⅴ措置費の公民格差の是正 
   16措置費の氏及び福祉事務所設置町村負担区分の見直しについて 



対象 今後求められる支援 つながり 

 
 
 

社会的養護 
社会的養育 
への支援 

切れ目のない支援 
●特定妊婦支援 
  宿泊型支援→「緊急一時保護事業」活用 第一子から 
        「施設入所」活用     第二子以降 
        「母子一体型ショートケア」 
  在宅型支援→「相談事業」→「通所」「訪問」「入所」 
        「通所事業」→例）産前産後ケア 
●母子再統合支援、障害等がある母子への支援 
  専門職スタッフの配置→精神科医の嘱託配置 
             職員(保育士、社会福祉士等)の加配 
  

 
保健所 

子ども家庭支援 
センター 

児童相談所 
病院 
学校等 
ＳＳＷ 

 

 
 

地域の 
ひとり親 
への支援 

地域のひとり親と子どもへの支援 
●子育て支援事業の推進 ショートスティ、トワイライトスティ 
●地域における公益的な取り組み 
  子供への支援→「無料の学習支援」「子ども食堂」など 
  親への支援→気軽な「相談の場」の提供  
         子育て、生活、ＤＶ、出産、就労など相談 
●小規模分園型（サテライト）母子生活支援施設の活用 
  子育て支援付き居住支援、地域の母子・父子への支援、相談 
  

福祉事務所 
ハローワーク 
公営住宅 

子ども家庭支援 
センター 

児童相談所 
ひとり親家庭  支

支援センター 
ＮＰＯ 



妊婦等への支援 

妊 
娠 

初めて
の妊娠 

第二子
以降 
の妊娠 

緊急一時
保護事業 

母子一体型

ショート 
ケア 
事業 母子生活支援施設   

の入所 

母子施設外
設置 

出産に関する支援 
※施設によって異なる 

生活支援 
出産支援 

保育及び子育て支援 
相談・手続き支援など 

母子施設 
活用 


